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谷地区に近いものがある。つまり，集落の一部の地域では多くの建物が倒壊し，傾斜も発生し，総

じて建物が被害を受けている様子が見られた。特に被害の外観上の深刻さを印象付けているのが，

これまで耐震性の低いとされた車庫や農業倉庫（写真2）などである。 
 住宅では振動による建物の倒壊がみられた。また，傾斜した建物もいくつかあり，その原因とし

て，柱脚部の踏み外し（写真3），筋かいの座屈（写真4），などが観察された。 
 また，積雪期に発生したことから，積雪と地震による被害の関連について興味深く観察した。つ

まり，建築基準法施行令第46条第4項に定められている壁量の算定根拠には積雪荷重が考慮され

ておらず，理論的には積雪荷重が地震時の質量となり，被害が拡大されることが予想されている，

からである。地上には2m程度の積雪があったが，幸い屋根上に深い積雪はない建物が多く，被害

が拡大するようなことはなかった。ただし，逆に建物が傾斜した際に，建物脇の積雪によりかかっ

て倒壊を免れた建物があった（写真5）。また，地震時に屋根雪が落下したという声も聞かれ，屋根

雪については現段階では不明な点が多い。なお，2階の被害が多い印象がある（写真6）。屋根雪に

よる影響，1階階高相当まで積雪があったことの影響が考えられるが，現段階でその原因も不明で

ある。 
 
  

写真1 青倉地区の被害 写真2 農業倉庫の被害 

写真3 柱脚部の踏み外し 写真4 筋かいの座屈 
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5．伝統木造住宅建物の被災状況に関する調査 (松田昌洋、梅干野成央、土本俊和) 

5-1．調査の概要 

 長野県栄村の木造住宅は建築年代の古いものも多く、伝統構法の木造住宅にも地震による被害が

発生した。ここでは、長野県の県宝であり、伝統的な中門造りの阿部家住宅について行った地震被

害調査の内容を報告する。調査は平成23年7月19日に行い、地震発生から4ヶ月の期間が経って

いたが、建物の修理等は行われておらず、被災直後の状況を残していた。 
 
5-2．阿部家住宅の概要 

 阿部家住宅は長野県下水内郡栄村大久保に所在する平屋の伝統的な農家建築である。昭和50年

（1975）に長野県の県宝に指定されており、栄村に所在する唯一の県宝でもある。 
 建物は、中門造りの形式であり、江戸時代後期に建設されたと推測されている。現在の外壁は土

壁であるが、建設当初は茅壁であったという。また、現在の間取りは食い違い四間取りであるが、

建設当初は広間型の三間取りであったという。かつて、「おえ」は土座であり、また、中門の部分に

は「まや」が設けられていたという 1)。 
 建物の軸組には、雪国の農家建築らしく、要所に骨太な柱が用いられている。柱の断面寸法は4
寸～7寸角であり、最も太い7寸角の柱は、中門を含む土間部分に6本、土間部分と「おえ」の境

に3本、「おえ」と「おく」・「へや」の境に3本の合計計12本が配置されている。小屋組は6寸角

の叉首によって構成されており、屋根は茅葺屋根である。 
 阿部家住宅が所在する栄村の伝統的な農家建築は、大部分が中門造りの形式となっている。中門

造りの形式の農家建築は、豪雪地の広い範囲に分布しており、「深雪地下水内郡の地理的考察」2)に

よれば、北は秋田県・岩手県から南は長野県までの広い範囲に分布しているという。これをふまえ

て踏査を行った結果、その南端域は、新潟県との県境にほど近い、長野県の飯山市や栄村が位置す

る範囲であった。その意味で、阿部家住宅は、中門造りの伝統的な農家建築、とりわけ、その分布

の南端域に位置する代表的な建物である、と説明することもできるだろう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5-3．地震被害の状況 

 主要な耐震要素の土壁であるが、阿部家住宅の場合、全面壁は外壁部分に多く、「おえ」の周囲な

ど内部はほとんどが垂れ壁となっている。調査では、土壁を損傷状況によって5段階（ 0 被害な

し～④荒壁が剥落、図2参照）に分類した。その結果、損傷の度合いが最も激しい④の壁の数が最

多であることが確認され、全面壁、垂れ壁ともに同様の傾向であった。 
 柱の最小断面寸法は4寸角であるが、垂れ壁下端や差鴨居接合部における柱の折損は生じていな

かった。一方で、上屋と下屋をつなぐ柱梁の仕口における梁の引き抜き、貫端部の折損など接合部

の損傷が見られた。 

写真1 阿部家住宅外観 図1 震源と阿部家住宅との位置関係 



 7寸角の主要な柱を中心に柱の傾斜を計測したところ最大で1/25rad.の残留変形角であり、土壁

の損傷とともに、大きく建物が変形したことを裏付ける結果となった。また、全体的な傾向として、

「だいどころ」を中心に時計回りに柱が傾斜していることから、建物全体がねじれるような形で振

動したのではないかと推察される。 
 「だいどころ」、「おえ」、「おく」では南北方向に床が傾斜し、特に「おえ」の床の不陸が著しか

った。このことは、中門と「だいどころ」の境の通りや「おえ」の東側の柱の南北方向の変形が大

きくなったことにも影響していると考えられる。 
 その他の被害としては、「おえ」と「おく」の境にある木製建具の板の破損やコンクリートブロッ

ク腰壁の損傷、土間コンクリートの亀裂などが見られた。なお、小屋組の内部についても調査を行

ったが、下部構造のように明らかな地震被害は特に認められなかった。 
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図2 阿部家住宅の被害状況（写1～6は図3参照） 



  

  

  
 
 
5-4．伝統木造住宅の地震時挙動の検証 

5-4-1．解析概要 

 阿部家住宅を例とした解析を行い、長野県北部地震における農家型の伝統木造住宅の地震時の挙

動について検証する。解析方法は1質点系の時刻歴応答解析とし、入力地震動は本震の栄村EW波、

栄村NS波とした。 
5-4-2．建物のモデル化 

 阿部家住宅の木部、土壁、茅葺屋根といった部材の重量を積算した結果、建物重量は474kNと

なった。既往の研究 3)～6)によると、農家型伝統木造住宅の単位床面積あたりの重量はおよそ2～
3kN/m2であり、阿部家住宅は3.04kN/m2となったことから、重量の推定値として妥当な値である。 
 「重要文化財（建造物）耐震診断指針」7)における基礎診断の方法に従って、土壁の全面壁と垂

れ壁付き独立柱を耐震要素としてモデル化し、荷重変形関係を推定した。なお、土壁は壁厚をすべ

て70mmとし、木材の材料特性はスギ相当と仮定した。図4に阿部家住宅とともに、既往の実大

水平加力実験 3)～6)で得られた平屋の農家型伝統木造住宅（直屋）の荷重変形関係を示す。実験での

最大荷重は桁行方向、梁間方向ともに層せん断力係数（荷重 / 建物重量）でおよそ 0.2であるが、

阿部家住宅の推定値は0.35を超える値となった。実際には、実験値のように経年変化による接合部

のゆるみや部材の劣化等の影響も含まれていることから、ここでは阿部家住宅の耐力を1.0倍、0.7
倍、0.5倍したものを対象として時刻歴応答解析を行った。 
  

写1 土壁の損傷 写2 梁端部の引き抜き

写5 コンクリートブロックの損傷 

写3 建具の損傷 

写6 土間コンクリートの亀裂

写4 貫端部の破損

図3 阿部家住宅の各部被害 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5-4-3．考察 

 時刻歴応答解析の結果を表1に示す。図4の推定値（1.0倍）を用いた場合で、最大応答値はEW
方向が1/18rad.，NS方向が1/32rad.となった。調査で計測した最大残留変形角はEW方向が

1/40rad.，NS方向が1/33rad.であったことから、解析結果は実際の状況を表していると言える。

また、耐力を低減した場合（0.7倍、0.5倍）でも、EW方向、NS方向ともに1.0倍と比較して最

大応答値に大きな変化は見られない。この地震の卓越周期は、木造住宅への影響が大きい1.0~1.5
秒の周期帯よりも短く、損傷によって固有周期の長くなった伝統木造住宅が振動の影響を受けにく

くなったことが、この解析結果の大きな要因であると考えられる。 
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図4 伝統木造住宅の荷重変形関係 
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6．インフラの被害状況とがれき及び解体材の発生状況 (高村秀紀、浅野良晴) 

6-1．はじめに 

  平成23年3月12日に発生した長野県北部地震により被災した、栄村におけるインフラの被害状

況とがれき及び解体材の発生状況について調査を行った。調査方法は主に栄村役場の職員の方への

ヒアリング調査とした。 

6-2．インフラの被害状況 

 上下水道と浄化槽の被害状況についてヒアリング調査を実施した。 

6-2-1．上水道の被害状況 

 栄村の水源は地下水と湧水の2種類である。上水道の被害が最大であったのは森地区で、水源が

喪失したのは森地区（給水戸数85戸）のみであった。断水などが見られた施設は16施設であった。

調査のための断水を含め、断水は717戸であった。断水には給水車で対応した。最短の給水開始日

時は3月21日16時（白鳥地区）であった。給水再開に最も時間を要した森地区の給水開始日時は

4月6日17時であった（中条地区は4月15日17時）。 

断水した施設と被害状況を表1に示す。被害の多くは配水管であった。配水管の被害状況の写真を

写真1～3、5～6に示す。また、応急の配水管の設置状況を写真4、７に示す。 

平成24年1月1日の地震による漏水が発生した。この漏水により空になった配水池が2箇所あり、

給水車で対応している。 

6-2-2．下水道の被害状況 

栄村の下水道は、森地区は農業集落排水であり、その他の地区は合併浄化槽となっている。  

 

 

 

水道種別 水道名 被害状況 給水戸数 

簡易水道 

白鳥 配水管破損 66 
平滝 導水管、配水管破損 67 
横倉 配水管破損 42 
青倉 配水管破損 57 
森 水源喪失、配水管破損 85 
百合居 配水管破損、配水池使用不能 96 
中央 受水槽ボールタップ破損 53 
雪坪・志久見・柳在家 配水管破損 66 
長瀬・切欠 配水管破損、減圧槽管路破損 39 
北野・中野・極野 配水管破損 49 

飲料水供

給施設 

坪野 配水管破損 13 
泉平 配水管破損 23 
小滝 配水管破損 18 
天代・笹原・当部 被害なし（調査のための断水） 18 
原向 被害なし（調査のための断水） 21 

簡易給水 

施設 
天地 被害なし（調査のための断水） 4 

計 717 
 

 

 

表1 上水道の被害状況



   

                      

     

     

                            

 

6-2-2-1．農業集落排水の被害状況 

111戸が農業集落排水に加入している。供用開始から10年しか経過しておらず、比較的新しい施

設といえる。被害状況としては基礎地盤の隆起及び沈下により管路のたわみやマンホールなどのず

れが生じた（写真8～11）。被害状況の調査には水が必要であるため断水期間はマンホールの調査や

カメラを管内に挿入して調査した。本格的な調査は水道の仮復旧後に行った。管路閉塞区間を仮配

管とポンプでバイパスさせ、4月20日に全域での使用が可能となった。 
6-2-2-2．合併浄化槽の被害状況 
断水期間は農業集落排水と同様に、調査ができなかった。また、外観の損傷状況も1次調査期間

（3月22日～3月25日）では積雪により調査できなかった。2次調査期間（4月4日～5月11日）

で全数調査完了している。1次調査の内訳は次の通り。使用可能104基、使用不可6基、未調 
査287基。2次調査の内訳は次の通り。使用可能247基、暫定使用可能113基、使用不可36基、

未調査0基。これらの調査結果より、149基が損傷を受けたことになる。損傷状況としては、合併

浄化槽本体の浮き上がりによる入出接続間の破損や浄化槽本体の損傷（穴あき）があった。損傷状

況を写真12～16に示す。本体を交換するのは28基であり、26基の交換が完了している（2基は

仮設住宅に入居中の家）。 
 

写真1 破損した配管 写真2 破損した配管 

写真3 破損した配管 写真4 応急配水管 



    
                    

 

     

                

 

     

                

 

     

                

 

写真6 破損した配管写真5 破損した配管

写真7 応急配水管 写真8 排水路管上層路盤の沈下 

写真9 排水路管上層路盤の沈下 写真10 隆起したマンホール 

写真12 隆起した浄化槽 写真11 隆起したマンホール 



       

                            

 

           

                              

 

6-3．がれき及び解体材発生状況 

  住宅被害は全壊が33棟、半壊が169棟、一部損壊が486棟であった。解体住家数は109件、修

繕工事（住家）は58件、解体非住家は217件、修繕工事（非住家）は20件分の廃棄物が処理され

た。家屋等解体事業フローチャートを図1に示す。このフローに沿って解体は行われた。解体の様

子を写真17～23に示す。また、修繕工事に発生した廃棄物の様子を写真24～26に示す。 
 
 

       
                        

  

写真14 隆起した浄化槽 写真13 隆起した浄化槽 

写真15 破損した浄化槽 

写真17 解体の様子（外観）

写真16 破損した浄化槽 

写真18 解体の様子（外観） 



       

                                           

 

       

                    

 

    
  

 

                        

                                     

写真19 解体の様子（内観） 写真20 解体の様子（内観） 

写真21 解体現場のがれき 写真22 解体現場の木材 

写真23 解体現場の木材 写真 24 修繕現場の廃石膏

写真25 解体現場の廃棄物 写真26 修繕現場の廃石膏ボード 



              

 

 

 

 

廃棄物は白鳥地区の生コン工場内に設置された仮置き場に搬入された。仮置き場の様子を写真27
～40に示す。なお、解体現場で14分類に分別して仮置き場に搬入したため、処分に支障は生じな

かった。14分類の内訳は次の通り。①柱材等木材、②金属類、③その他木くず類、④かや、⑤畳、

⑥廃プラスチック（破砕）、⑦コンクリートがら、⑧廃プラスチック（安定）、⑨廃石膏ボード、⑩

ガラス、陶器類、⑪グラスウール、⑫がれき類、⑬汚泥（土壁）、⑭石綿含有物。廃棄物の処理フロ

ーを図2に示す。 

図1 家屋等解体事業フローチャート 



    

 

 

    
            

 

      

 

 

         

 

写真27 廃棄物の仮設置場 写真28 仮設置場の木材 

写真29 仮設置場の木材  

写真31 仮設置場の木材 

 写真30 仮設置場の木材  

写真32 仮設置場の木材 

写真33 仮設置場の畳  写真34 仮設置場の畳 



       

 

 

        

 

 

       

 

 

 

有価物は合計で2303.63tであった。有価物の内訳は、柱材等木材が1622.72tでありこれは紙製

品等となった。金属類は680.91tであり、これは金属製品となった。廃棄物の合計は15339.29tで
あった。内訳は、その他木屑類が2883.18tであり、焼却処分された。かやが297.78tであり、焼却

処分された。畳が144.56tであり、焼却処分された。廃プラスチック（リサイクル可）が5.15tで
あり、破砕・溶解後プラ製品となった。コンクリートがらが10652.17tであり、破砕後建材となっ

た。廃プラスチック（リサイクル不可）が52.16tであり、破砕後埋立処分された。廃石膏ボードが

388.32tであり、破砕後埋立処分された。ガラス・陶磁器が101.44tであり、破砕後埋立処分され

た。グラスウールが10.17tであり、破砕後埋立処分された。がれき類が293.35tであり、埋立処分

された。汚泥（土壁）が507tであり、埋立処分された。石綿含有物が4.01tであり、埋立処分され

た。  

 

写真36 仮設置場のがれき類 

写真39 仮設置場のがれき類 写真40 仮設置場の金属類 

写真35 仮設置場のがれき類 

写真38 仮設置場のがれき類 写真37 仮設置場のがれき類 



 

 

 

 

 

 

処分のピークは7月と11月であった。問題点としては、一人暮らしの住宅ではたんすなどの家の

中の片付けが進まず、解体が進められないという問題があった。 

6-4．その他 

6-4-1．停電 

 安全のため電力会社が地震後全世帯のブレーカーを落とした。停電は一部の地域で3月12日のみ

生じた。 

6-4-2．プロパンガスの被害状況 

 全世帯において、ガスメータの安全装置によりガスの供給が自動遮断した。ガス漏れの報告は無

かった。 

6-4-3． 道路の被害 

 国道117号、飯山市～栄村～新潟県境は道路陥没により通行止。6月30日に通行止が解除され

た。 
国道405号、津南町内3区間は雪崩及び落石により通行止。3月21日に通行止が解除された。

県道箕作飯山線、飯山市～栄村2区間は路肩及びスノーシェッド崩落により通行止。4月11日に飯

山市～栄村国道117号交差点で通行止が解除された。 
 県道秋山郷森宮野原線は栄村極野～国道117号交点で道路陥没により通行止。4月11日に通行止

が解除された。県道長瀬横倉線は栄村県境長瀬橋～横倉駅で土砂崩れ、家屋倒壊の恐れにより通行

止。6月1日に通行止が解除された。 
6-4-4．鉄道への影響 

 JR東日本飯山線は戸狩野沢温泉～十日町間で運転を見合わせた。4月29日に運転が再開された。 

 

謝辞 

 本調査は信州大学山岳科学総合研究所の長野県北部地震災害調査研究課題として実施した。調査

の実施にあたり、斎藤家富栄村副村長、産業建設課の齋藤保様、住民福祉課の斎藤稔様には貴重な

資料をご提供頂くと共にご説明頂いた。ここに感謝の意を表す。 

 

図 2 廃棄物の処理フロー 




